
議案第１３号 

 

川崎市消防長及び消防署長の資格に関する条例の制定について 

 

川崎市消防長及び消防署長の資格に関する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２６年 ２ 月１８日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市消防長及び消防署長の資格に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１５条第２

項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （消防長の資格） 

第２条 消防組織法第１５条第２項に規定する条例で定める消防長の資格は、

次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 

 ⑴ 川崎市消防職員として消防事務に従事した者で、川崎市の消防署長の職

又は川崎市消防局における当該職と同等以上と認められる職に１年以上あ

ったもの 

 ⑵ 川崎市の行政事務に従事した者で、川崎市事務分掌条例（昭和３８年川

崎市条例第３２号）第１条に規定する局又は同条例第２条の規定により設

置された本部の長の職その他川崎市におけるこれらと同等以上と認められ

る職に２年以上あったもの 

 （消防署長の資格） 



第３条 消防組織法第１５条第２項に規定する条例で定める消防署長の資格は、

川崎市消防吏員として消防事務に従事した者で、川崎市における消防司令長

以上の階級に１年以上あったものであることとする。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

消防組織法第１５条第２項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格に関

し必要な事項を定めるため、この条例を制定するものである。 




